
  

 

 

 
 

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）

更
新
手
続
き 

4
月
6
日
と
9
日
に
労
働
保
険

の
年
度
更
新
実
務
会
で
、
労
災
保
険

と
雇
用
保
険
の
日
常
の
手
続
き
に
つ

い
て
学
習
を
行
い
ま
し
た
。
学
習
会

は
、
労
災
事
故
が
起
き
た
時
の
対
応

や
必
要
と
な
る
書
類
は
何
か
を
学
び

ま
し
た
。
雇
用
保
険
で
は
、
①
雇
用

保
険
の
被
保
険
者
、
②
労
働
者
が
入

社
、
退
職
し
た
時
の
手
続
、
③
雇
用

保
険
で
給
付
さ
れ
る
さ
れ
る
制
度
な

ど
の
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

参
加
し
た
建
設
業
の
会
員
か
ら

「
従
業
員
か
ら
通
勤
届
を
出
し
て
も

ら
っ
て
も
、
従
業
員
は
直
接
現
場
に

入
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
時
に
事
故

が
あ
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。」
「
労
災
は
給
与
の
何
割
支
給
さ
れ
る

ん
で
す
か
。」
な
ど
の
質
問
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 

次
回
は
4
月
17
日
（
火
）、
19
日
（
木
）
、
両
日
と
も
昼
2
時
、

夜
7
時
か
ら
民
商
事
務
所
で
行
わ
れ
ま
す
。
現
在
、
労
働
保
険
に
加

入
し
て
い
な
い
方
で
も
参
加
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。 

 1
年
間
の
要
求
相
談
が
集
計
で
き
ま
し
た 

金融 26 146

許認可 47 国保 178

その他 84 社会保険 16

記帳 193 介護 5

自主申告 518 年金 9

源泉 82 その他 3

滞納 52 生活保護 7

調査 25 医療 5

その他 66 その他 14

給付 91 28

健康診断 20 1615

2017年4月1日～2018年3月31日の要求相談

労働保険

経営

税金

共済

社会保障

生活

その他

合計 

 

全
商
連
総
会
成
功
に
向
け
て
仲
間
を
増
や
そ
う 

5
月
26
日
か
ら
新
潟
県
で
2
年
に
1
回
の
全
商
連
定
期
総
会

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
全
国
の
民
商
が
総
会
の
成
功
に
向
け
て
商
工
新

聞
読
者
・
民
商
会
員
の
拡
大
運
動
に
取
り
組
み
ま
す
。 

 ま
ず
は
月

500
円
の
商
工
新
聞
購
読
か
ら 

 

商
工
新
聞
購
読
は
月
500
円
で
す
。
購
読
者
が
増
え
れ
ば
、
消
費
税

増
税
反
対
か
ら
経
営
対
策
活
動
な
ど
民
商
運
動
を
広
く
世
間
に
知
ら

せ
る
運
動
へ
の
理
解
者
を
増
や
す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
ま
た
身
近

な
方
で
自
営
業
を
し
て
い
て
今
悩
ん
で
い
る
こ
と
を
聞
い
た
な
ど
あ

れ
ば
、
ぜ
ひ
民
商
へ
の
相
談
を
勧
め
て
く
だ
さ
い
。
総
会
成
功
に
向

け
た
仲
間
を
増
や
す
拡
大
運
動
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

介
護
保
険
料
の
減
免
制
度
に
つ
い
て 

 

65
歳
以
上
の
方
に
は
健
康
保
険
と
は
別
に
介
護
保
険
料
の
納
付

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
介
護
保
険
料
に
も
吹
田
市
で
は
減
免
制

度
が
あ
り
ま
す
。「
災
害
や
失
業
に
よ
る
減
額
」
と
「
生
計
を
維
持
す

る
た
め
に
行
う
減
額
」
の
二
種
類
あ
り
ま
す
。 

 

災
害
や
失
業
に
よ
る
減
額
（
吹
田
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
参
照
） 

第
1
号
被
保
険
者
や
、
世
帯
の
生
計
中
心
者
が
、
災
害
・
失
業
・

入
院
な
ど
の
事
情
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
、
保
険
料
の
納
付
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
。 

 

生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
行
う
減
額
（
吹
田
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
参
照
） 

次
の
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険

料
の
減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

① 

本
人
を
含
め
、
世
帯
員
全
員
が
市
民
税
非
課
税
（
生
活
保
護
受

給
者
を
除
く
） 

② 

世
帯
収
入
の
年
間
合
計
額
が
150
万
円
（
2
人
以
上
の
世
帯
の
時

は
、
2
人
目
か
ら
1
人
に
つ
き
50
万
円
を
足
し
た
金
額
）
以
下 

例
）
2
人
世
帯
の
場
合 

150
万
円
＋
50
万
円
＝
200
万
円 

③ 

他
の
世
帯
に
属
す
る
者
か
ら
扶
養
を
受
け
て
い
な
い 

④ 

世
帯
の
預
貯
金
等
の
合
計
額
が
350
万
円
以
下 

⑤ 

自
己
の
居
住
用
以
外
に
活
用
で
き
る
不
動
産
が
な
い 

例
）
自
宅
以
外
に
借
地
を
所
有
し
て
い
る 

 

伝
言
板 

● 

労
働
保
険
年
度
更
新 

 

4
月
17
日
（
火
）
昼
2
時
・
夜
7
時 

 

4
月
19
日
（
木
）
昼
2
時
・
夜
7
時 

 

会
場
は
い
ず
れ
も
民
商
会
館
で
す
。 

※ 

29
年
4
月
か
ら
30
年
3
月
ま
で
の
元
請
工
事
金
額
・
雇
用
者

の
月
別
給
与
な
ど
記
入
の
上
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
労
働

者
名
簿
も
記
入
し
て
来
て
く
だ
さ
い
。 

 

● 

国
税
・
住
民
税
・
国
保
の
分
納
相
談
会 

4
月
27
日
（
金
）
昼
2
時 

市
役
所
ロ
ビ
ー
集
合 

希
望
さ
れ
る
方
は
事
前
に
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 


